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福島県土木部と（社）福島県建設業協会（現場代理人クラス）との意見交換会


＜議事要旨＞


平成 年 月 日22 8 31


13:20 15:30～


西庁舎４０１会議室


１ 県側あいさつ：続橋技術管理課長


「公共工事の品質確保の促進に関する法律」で建設業界を取りまく環境が大き


く変わり、価格と品質で総合的に優れた「調達」があげられている。また、施工


状況の実態も大きく変わってきている。


そのような中、現在の発注者・受注者間の状況について、互いにチェックを行


う事が重要であることから、昨年から、現場の声を聞くため、現場代理人クラス


の方との意見交換を行っている。本日は忌たんのない意見交換を行いたい。


２ （財）福島県建設業協会建設業協会側あいさつ：鳥居事務局長


建設業の現状は、公共工事の減少や入札制度改革などで、落札額が最低制限価


格に近づく状況になっている。毎年行っているコスト調査を見ると会員の約半数


が赤字となっている。原因としては工事量の減少が大きい。建設業を営むために


はある程度の人と設備が必要である。しかし、それを担うための利益を生み出せ


ない状況にある。そのような状況の中、受注から完成まで、施工段階の効率的な


改善と施工管理の在り方が企業経営上重要になっている。本日の意見交換を通じ


て現場施工の効率化と環境改善が図れればと考えている。


３ 福島県建設業協会（現場代理人クラス）からの議題及び回答（資料１）


（１）県から回答概要説明


（２）質疑


議題１ 入札公告における設計図書の電子閲覧と質問期間について


協会：任意仮設が現場と合わないことがあるが、質問期間５日間では・


照査が困難。また、質問していないと変更の対象とならない場合があ


る。


県 ：任意仮設でも条件があわなければ、変更できる。今後とも指導・


していく。


議題４：残土処理場について


協会


場所によっては、民間の有料土砂受入れ施設がある、その費用を設計・


計上してほしい。


発注者側で、地元住民や市町村に照会するなどして発注段階において、・







残土処理場の確保をお願いしたい。


特に発生する残土量の少ない場合の土捨場に苦慮している。土捨場を・


指定してほしい。


県


有料土砂受入れ施設の費用を計上することは、単価の設定や受入れ施・


設への利益供与となるなど難しい。基本は無料の場所となる。


残土の受入れ容量が一定量以上となる場所は、公募的なもので募集す・


るなど対応が取れないか検討している。


議題７ 現場の状況にあった設計書の反映


協会


三者協議が必要であり有効である。仮設物、支障物件、設計の考え方、・


業者の施工方法が、三者協議の場で確認でき間違えなく施工が可能で


ある。


議題１０ 夜間工事の柔軟な対応について


協会


今後とも夜間工事を認めてほしい。・


議題１３ 鉄筋加工部の“さび”防止について


協会


ある学校で「さびの鉄筋をそのまま施工するとどうなのか」試験研究を行


っている。その結果はアルカリと鉄の反応でさびが消え、黒い被膜となっ


ていた。少しのさびは影響ないようである。


４ 県からの議題（資料２）


（１）趣旨説明


県側から提案趣旨説明


（２）質疑


議題１ 工事の品質確保について、プロセス管理をどのようにしているか。


協会


社内でチェックリストを作成し定期的に行っている。・


社内の検査課、管理課、工事課、安全課で施工計画会議を行い、目標、・


注意点、施工計画所をチェックし、品質確保に努めている。


社長自ら工程管理、施工体制、材料の単価契約まで、組織的に品質確・


保しようとしている。


工事が始まるとき施工引継ぎ会を行って注意点を話し合っている。・


現場担当者が毎日、上司に報告にするようにしている。・


落札率が低い中なので、ちょっとしたミスが利益ダウンにつながる。・


手戻り、手直しが起きないよう技術力を高めるようにしている。


現場代理人が少ないので、工事発注平準化をお願いしたい。・


議題２：監督員への対応について。


協会







協議書はその写をすべて返却してほしい。・


県の担当者は多くの現場を担当している。監督員の仕事が多すぎるの・


ではないか


ワンデーレスポンスについては以前よりは改善されているが、協議に・


ついては対応の遅い監督員がいる。迅速な協議と問題解決は管理費の


低減につながる。


回答日を延ばし延ばしにする監督員がいる。・


協議書等の修正を何度もして指示をして受け取らない監督員もいる。・


監督員は協議等では、文書でなく口頭でもいいので迅速な回答してほ・


しい。


協議書を担当からその上司にあげる資料になるまでの時間がかかる。・


受注者側から提出する協議書の内容も不適切なものもあるのも現実で・


あり、発注者側では、それを直す助言や指導をしてほしい


定期的に県の部長、課長、キャップ、業者が入って状況を聞く場が欲・


しい。


業者と監督員、監督員と上司のコミュニケーション不足が考えられる。・


ある発注機関では苦情係がある、そういった対応も必要。・


社内では、建設事務所に行ったときは、監督員だけではなく、課長、・


キャップにもあいさつするように指導している。あいさつにより発注


者側とのコミュニケーションが向上すると考えている。


５ その他の話題


（１）工事の利益率について


県からの質問


契約金額の低い工事は利益率の実体はどうか。


協会


工事内容によるが少ない数量の工種が多いと利益が出ない。・


工期が長いと利益が出ない。・


特殊な工種で数量が少ない工事は利益が出ない。・


小さい工事は、１年間を通してみると空く期間があるため利益が下が・


る。


（２）今後の課題等について


県


今後、構造物などの維持補修に仕事がシフトし、経験したことのない・


工事が増えると予想される。三者協議で検証しながら、技術を蓄積し


ていく必要がある。


安価で受ける下請業者に任せることによる工事品質が低下する懸念が・


ある。


最低制限価格を上げても下請状況が悪くなる懸念がある。今後、調査・


していく。







建設事務所等に行かれた場合には、監督員だけでなくその上司の課長・


等とコミュニケーションをとってほしい。


協議書の回答の期日があれば課長会議で通知したい。・


定期的に苦情を聞く窓口を検討したい。・


以上


【問い合わせ先】


土木部技術管理課


主幹兼副課長 小松 款


主任主査 草野秀夫


電話024-521-7461 （内線）3535


FAX024-521-7949












福島県土木部と（社）福島県建設業協会


（現場代理人クラス）との意見交換会


＜議事要旨・次第・資料＞


日時：平成２２年８月３１日（火）13:20～15:30


場所：西庁舎４０１会議室


議事要旨


議事次第


１ あいさつ


２ 出席者紹介


３ 意見交換


（１）協会からの提案議題について 【資料１】


（２）福島県からの提案議題について 【資料２】


（３）その他


４ 閉 会


配布資料


出席者名簿


からの議題及び回答資料－１ 福島県建設業協会（現場代理人クラス）


福島県土木部からの議題資料－２
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からの議題及び回答福島県建設業協会（現場代理人クラス）


（議題１）入札公告における設計書図書の電子閲覧と質問期間について


入札公告時の設計図書(設計書、設計図、特記仕様書)の資料の電子閲覧ができるよ


うにしてほしい。


また、公告から質問期間が短いのでもう少し長くしてほしい。


（提案主旨）


設計図書の電子閲覧によりタイムリーに設計図書が入手できる。


また、ペーパーレスとコピーの時間の省力化が図れる。


回答


現在電子閲覧については、全体の３割以上を目標に試行しているところです。


質問の受付期間については、公告期間が１７日以上の場合は、休日を除く５日間を


標準としておりますので御理解願います。


（議題２） 設計単価について


（提案主旨）


毎年労務費調査が実施されていますが、交通誘導員の単価は実勢では値上がりして


いる。にもかかわらず、平成22年度は平成21年度より下っています。


実勢との差が詰まらなければ建設業の低迷は改善されません。検討願います。


(労務単価は全般的に福島県は安い)


回答


交通誘導員の労務単価は、警備会社から作業員に支払われている賃金により決定し


ているものであり、元請が警備会社と交通誘導業務について契約を締結する場合の契


約額に相当する単価は、交通誘導員の労務単価に加え、警備会社に必要な現場管理費


及び一般管理費の諸経費が含まれたものとなります。


なお、労務単価は、労務費調査に基づき国が決定しており、補助事業においては、


これを使用し予定価格を算出することが義務づけられております。


また、県単事業であっても、財務規則において、実態に基づいた予定価格の算出が


定められており、労務費調査以上に県が独自に実態を把握することは困難であると考


えます。


資料 １
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からの議題及び回答福島県建設業協会（現場代理人クラス）


（議題３）総価契約単価合意による新規工種の単価の扱いについて


（提案主旨）


平成22年度新年度工事より、国交省は上記単価合意により新工程の変更が新たに生


じた場合、官積算100%の単価を採用し、落札率を適応しない事としています。


県も同様に改善下さい。


回答


他自治体の取り組み状況等を参考にしていきたい。


なお、国で実施している総価契約単価合意方式について、変更により新たに追加と


なった工種は、官積算１００％の単価を採用するとのご指摘ですが、これはあくまで


工種レベル（道路土工、地盤改良工等工事工種体系で示すレベル２の括り）が新たに


追加になった場合適用するものであり、通常、条件変更等で新たに追加となるよう


な、種別（レベル３ 、細別（レベル４）といったものについては、当該工種(レベル）


２）の比率に官積算単価を乗じて積算することになっております。


資料 １
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資料 １


からの議題及び回答福島県建設業協会（現場代理人クラス）


（議題４）残土処理場について


残土処理場の指定をしてもらいたい。


（提案主旨）


実際の運搬処理と設計の運搬距離との差もあるが、残土捨揚の確保が困難な状況に


ある。受注計画が立てられない昨今、捨揚の確保に難儀している。例えば、大きなピ


ットを確保するのに、谷間などを埋め立てる方法をとっていたが、そこは森林など


で、農地転用をかけて、埋め立てを行っていたが、どれだけの工事を受注できるかわ


からないため、期間が決められないため、申請出来なかったり、そのような申請を必


要としない場合でも地権者にいつまでに戻すか返答できないため、なかなか借りる事


が出来ない状況にある。発注者側で流用の計画がなされていれば、運搬距離も正確に


積算に反映できると思う。


また、土木の場合は田んぼの表土はただの残土でしかないが、ほ場整備などでは表


土が不足している場合が多く、この辺を横の関係で計画してもらえれば、スムーズな


流用計画が出来ると思う。


回答


工事発生土は運搬距離５０ｋｍの範囲内で他工事現場への流用を原則としており、


やむをえず、残土処理となる場合は、箇所指定することを基本としていることから、


今後とも残土量が大きい工事については、極力場所指定となるよう努めていきた


い。


また、やむをえず場所指定できない場合については、運搬距離のみを明示すること


となりますが、この場合、当初設計において過去の事例に基づき根拠ある距離を計上


し、その上で対応できない場合は、適切に設計変更を行うよう努めてまいりたい。
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資料 １


からの議題及び回答福島県建設業協会（現場代理人クラス）


（議題５）関係機関との協議に伴う設計変更について


関係機関(国交省、ネクスコ、JR、警察等)どの協議で決められた内容について、施


工方法や、安全施設での縛りがついたものについて、設計にて変更計上してもらいた


い。


（提案主旨）


協議の中で、誘導員の配置人数や、施工工法や安全施設に指示が協議者から条件付け


された場合、変更設計に計上されない場合があった。


回答


関係機関との協議により、安全対策や施工方法に変更が生じる場合は、変更設計に


よる適切な費用の計上について、文書及び担当者会議等の各種説明会において指導を


行っております。


（議題６）総合評価方式における優良工事の加点について


総合評価方式において、優良工事の加点を農林と土木で同じ扱いにはならないのか。


（提案主旨）


例えば、A建設事務所では農林でも土木でも舗装の優良工事の加点は同じ扱いだが、B


建設事務所は農林での優良工事は加点されていない。


回答


総合評価委員会議に諮った案件は、農林、土木とも統一しており、異なる評価は基


本的にはないものと認識しておりますが、舗装補修など補修系は土木部のみとなって


おります。
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資料 １


からの議題及び回答福島県建設業協会（現場代理人クラス）


（議題７）設計書における使用機械について


（提案主旨）


現場の状況にあった施工機械を設計書に反映してほしい。


回答


施工機械については、設計図書で定めのない限り基本的に請負者の任意事項となり


ますが、このことを理由に現場条件に合致しない施工機械であっても変更しないとい


うことがないよう、施工条件を設計図書に明示し、明示された条件に変更が生じた場


合は、任意事項（施工機械、仮設等）であっても変更するよう指導しております。


また、施工条件が設計図書で明示されていない場合で、現場状況に見合わない施工


機械が計上されているような場合についても、当初設計の考え方や設計条件を再確認


の上、必要と認められる場合は協議により、適切に設計変更するよう指導を行ってお


ります。


（議題８）指示書及び内容変更について


（提案主旨）


工事着手後に現場条件の変更により、工事内容に変更が生じた場合に、指示書や内容


変更の通達がスムーズに行なわれていない。今後この様な事態にどの様に対応するか


伺います。


回答


ワンデーレスポンスによる対応を徹底するよう指導しているところであり、昨年度


当課が実施した現場での聞き取り調査では改善が図られているとの声も聞かれていた


が、具体的にどのような実態なのか状況を御教示ください。


（議題９）工事進行についての対応について


（提案主旨）


変更に伴う状況が発生した場合、監督員レベルで適正な指示、判断ができない場合が


多く、スムーズな工事進行に支障があるが、どの様に対応したらよいか伺います。


回答


同 上
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資料 １


からの議題及び回答福島県建設業協会（現場代理人クラス）


（議題１０）夜間工事への柔軟な対応について


（提案主旨）


施工時間の範囲が9:00～16:00という指定の中で施工する場合、交通渋滞を発生させ


るような恐れが充分に考えられる場合は、積極的に夜間作業への変更をお願いした


い。


回答


交通管理者（警察署）の協議の結果、交通渋滞を回避するため夜間作業を必要とす


る場合は、特記仕様書により夜間作業を行うことを義務づけ、それに伴う必要経費も


計上しているところです。


なお、交通管理者から指示がなく日中作業としているケースで、交通渋滞により現


場での安全対策に苦慮しているような事例があれば、御教示願います。


（議題１１）設計図の提示について


（提案主旨）


現在舗装の打ちかえ(切削、オーバーレイを含む)工事においては、図面の提示も無


く、縦断図、横断図等も受注者が測量して、設計を実施しています。


図面の提示をお願いするか、かかる費用の計上をお願いしたい。


回答


舗装補修工（切削、オーバーレイ等）における施工前の縦横断測量及び舗装計画図


面の作成については、共通仕様書に示す通り、請負者が行う業務の範囲となっており


ます。


（議題１２）残土捨て場の確保について


（提案主旨）


請負工事の中で1,OOOm3 以上の残土捨てがあった場合、拾て場の確保が難しい現状


にあります。


設計の段階にて、捨て場の確保が出来ないですか。


回答


議題４に同じ
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からの議題及び回答福島県建設業協会（現場代理人クラス）


（議題１３）鉄筋加工部の“さび”防止について


（提案主旨）


共通仕様書で“浮きさびや鉄筋の表面についた泥・・・・これを除かなければなら


ない”としてる。


鉄筋加工から組立完了までには回数を要し、空気中の水分も手伝い“さび"が浮き


出てしまう。この現象を回避するのは困難であり、加工後の『さび止め塗装』が効果


的な管理と思われます。橋台・橋脚・大型擁壁等であれば費用も多額になります。設


計計上にて対応して欲しい。


回答


うき錆のある鉄筋はそのまま使用できないことから、鉄筋を曲げ加工する部分等に


ついては、錆が発生しないような対応が必要となります。


なお、錆止め塗装については、コンクリートと鉄筋の付着力低下も懸念されるた


め、基本的には現場における保管方法等創意工夫を行った上で、錆止め塗装は施工条


件の厳しい箇所等限定的な使用とすることが望ましいものと考えます。


資料 １
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からの議題及び回答福島県建設業協会（現場代理人クラス）


（議題１４）交通規制時の交通誘導員、規制車の設計計上について


（提案主旨）


作業個所の立地条件や当日の規制解除等の条件により設計で計上されている交通誘導


員以上の増員(規制個所がカーブの為安全を確保する為、前後に徐行要員の配置、無


線が届かない為中継要員の配置により設計の2倍の要員がかかった)及び規制個所に規


制車の配置も行った(規制は常設片側通行の際は何度も変える必要はないが、日中の


みの規制の場合朝夕の設置撤去の時間を短縮し作業時間を確保する為に必要と思われ


る)費用的に負担が大きいので設計で計上できないのでしょうか。


例 施工計画時、監督員との協議により業者側からの配置提案内容を検討し計上(日


数については設計日数で良いと思う)するとか?


※警察との協議の結果配置人数が決まった物については計上するとありますが、中継


者が必要とか徐行要員の配置等については、指示は出ません。


回答


交通誘導員については、施工計画時に請負者と協議を行い、現場条件により更に配


置が必要と認められる場合は協議に基づき適正に変更計上するよう、指導しておりま


す。


交通誘導員の計上についての基本的な考え方について※


１）施工計画段階で交通誘導員の配置・人数について請負者と協議を行い、現場条件


等に基づき、更なる誘導員の配置が必要な場合（不要な場合）協議に基づき設計変


更を行う。


２）施工中に警察からの指示、地権者からの依頼（発注者が必要と判断した場合）


等、新たな誘導員の配置が必要となる場合、工事の中止等請負者に起因しない工事


の延伸等により、人数が増える場合（現場条件により人数が減る 場合についても


同、例えば当初想定していた占用物調査の期間が短くなった等）は協議に基づき設


計変更を行う。


３）請負者に起因する理由（作業人員及び施工機械の確保等）により積算で示す日当


たり施工量が確保できないこと等による人数増については、変更対象としない。


※単純に実績による変更は行わない。


資料 １
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からの議題及び回答福島県建設業協会（現場代理人クラス）


（議題１５）安全管理について


（提案主旨）


①安全管理では、各工事において施工条件が異なるので、必要に応じた費用を工事費


に計上して頂きたい。


②法面工事等の施工では、安全に対する経費が多く掛ります。 仮設道路(階段など)


については、指定仮設で積算をすることはできませんか？


回答


①安全費等、当該工事の中の複数の目的物、あるいは全体に対して共通に使用される


経費については、各目的物ごとの投入量を個別に把握することが困難なため、基本的


に積み上げによる積算ではなく、これまでの工事における実績を元に、直接工事費に


よる一定率による計上としているところです。


②工法及び仮設等目的工事を達成するうえでの手段については、請負者の任意による


ことが基本です。


工事上の管理瑕疵防止等、必要に応じ発注機関が工法等を指定するケースもありま


すが、法面工事における階段等は、請負者が施工性等を考慮し設置するものであり、


指定仮設とはなりえません。


（議題１６）品質管理について


（提案主旨）


①小規模な道路改良工事で掘削中に岩盤(軟岩Ⅰ)程度の箇所が発生したら、岩質の判


定に簡易弾性波試験をして判定しますとの指示がありました。試験費用を考慮すると


土砂で掘削した場合の方が安い場合は、試験費用を別途計上して頂きたい。


(掘削費用が5万円程度なのに弾性波試験に10万円を必要とする場合など)


回答


現場条件により対応が異なるものと考えますので、監督員と協議願います。


資料 １
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からの議題及び回答福島県建設業協会（現場代理人クラス）


（議題１７）


書類の簡素化について


（提案主旨）


①施工計画書などで請負金額が200万円の場合も5,000万円の場合でも同じような施工


計画書でなく必要最小限な内容でも充分な現場では対応できると思う。


②下請報告書について当初段計で下請契約し報告し、途中で変更があり変更下請報告


書を提出し、再度変更で数量が変わり再度下請報告書を提出します。その都度下請契


約を取り交わしをするのではなく、最終変更をもって下請契約を行ない提出する方法


は出来ないのですか?例として法面吹付け工や区画線工など。


回答


①昨年１１月に行った意見交換会及び各管内の現地調査において、伺ったところで


は、現在提出が義務づけられている書類は、品質管理を行う上で最低限必要なもので


あり、これ以上の簡素化は特に望んでいないとの意見が大半でありましたが、更なる


簡素化が必要と思われる具体的な書類がありましたら、御教示願います。


なお、昨年度書類簡素化の一環として、産業廃棄物のマニュフェストの提出につい


て、これまではＡ～Ｅ票までの提出を義務づけていたものをＥ票のみに改めておりま


す。


②


建設業法第１９条第２項では、請負契約の内容に変更があった場合は、その変更の


内容を書面に記載し、署名又は押印をして相互に交付しなければならないとなってお


り、契約内容の変更の都度契約書を作成せずに、最終変更をもって下請契約を行うこ


とはこの条文に違反することになります。


また、下請通知書は、福島県元請・下請関係適正化指導要綱に基づき変更契約の締


結など、当初提出した下請通知書に記載した内容に変更があった際に提出を求めてい


ます。これは、その通知を受けた監督員が当該工事の元請業者と下請業者が適切な内


容で契約を結んでいるか確認するためであり、この通知書の提出を省略することはで


きません。


※下請報告書→下請通知書


資料 １
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からの議題に対する回答福島県建設業協会（現場代理人クラス）


（議題１８）建設業界の将来


（提案主旨）


①現状の建設業は、若い建設作業員や技術者が居ません。これは何が原因であるか検


証を行い対策を講じて欲しい。


②現場で作業する末端の作業員までが自分たちが作った物だと自慢できるような建設


業であるための現場づくりをするためには、どんなことをすれば良いのか分からない


で利益を上げることのみになっているので、発注者の監督員と一丸となって将来に残


る物づくりしているのだと思える方法を検討願いたい。


回答


① 若い人材が建設産業に集まらない理由は、建設企業が経営が厳しいとの理由で従


業員を募集していないことと他産業に比べて労働条件が良くないことが大きな理由


と思われます。


若く優秀な技術者と作業員を確保・育成し、建設産業を支える人づくりを行うた


めには賃金・労働時間等の労働条件等を改善し、建設産業を魅力ある産業へと転換


していくことが必要です。


しかし、現在の建設業界は、多くの建設企業が厳しい経営状況にあるとの理由で


その取り組みを十分に行っていないと思われます。


これからは、労働環境の改善として、建設企業は、賃金の改善、気象条件・現場


条件に配慮した施工体制づくり、休憩施設等の確保、人事評価制度・労働安全衛生


に関するあり方などについて見直す必要があります。


② 建設工事を担当している者が、担当する工事において充実感を得るためには、発


注者と受注者の双方が知恵を出し合い、地域に質の高い地図に残る空港やダムなど


の建築物や道路や河川などの生活基盤を提供するんだという共有した意識を持つた


めの環境づくりを行うことが必要だと思われます。


そして、そのためは、発注者と受注者の新たなパートナーシップ（対等な協力関


係）の構築の検討が重要となってきます。


資料 １
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からの議題に対する回答福島県建設業協会（現場代理人クラス）


（議題１９）設計・施工について


（提案主旨）


①伐根材の数量(体積「ｍ」)計測のため、ー箇所に集積する場所が現場内に無い場3


合、仮置き箇所までの運搬費及び再積込費用の計上をお願いしたい。また、作業の効


率化及び経済性の観点から産業廃棄物処理施設(産廃処理業者〉の計量実績(伝票な


ど)で設計計上して頂きたい。


②伐根材運搬の単位を「空ｍ 」から「ｔ」での計上にご検討願いたい。(数量(体積)3


計測の必要がなくなるため)


回答


①伐木除根の産廃処理量については、実重量により変更することとしており、実重量


とは、処理場におけるダンプ計測等によることとしております。


ただし、マニフェストの処分量には、現場での残材その他の量も含まれるため使


用しないこととしております。


②体積の算出については、処理場におけるダンプ計測等の実重量から、単価表にある


重量換算表から逆算することとしております。


（議題２０）道路維持補修業務委託について


（提案主旨）


①「発注者」の数量及び内容に変更があった場合は、設計変更をお願いしたい。なお


左記設計変更が不可能な場合は工事（施工)完了後に出来高精算で処理をお願いした


い。


② 「道路維持補修業務委託に係る意見交換会」にて、協議検討した結果の回答を公


表して頂きたい。


回答


①数量及び内容に変更があった場合は、設計変更により適切に対応しているものと考


えます。


②「道路維持補修業務委託に係る意見交換会」でいただいたご意見を受けて、方針が


決定したものから順次対応中であり、今後とも検討中の事項を含めて方針が決定次第


対応してまいります。


資料 １
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からの議題及び回答福島県建設業協会（現場代理人クラス）


（議題２１） 支障物件の移動等による工期延長に伴う増加費用について


（提案主旨）


支障物件の移動等に伴い工事の一時中止がなされた場合は、現在、国交省の工事で


は、積算基準により増加費用が認められ、実際出していただいているが、県の工事に


おいては、契約約款で認められているにもかかわらず、増加費用について認められる


ケースはほとんどない。


支障物件については、工事工程に影響を及ぼさないよう工事発注前に解決を図られる


のはもちろんのこと、工事の一時中止等がなされ工程管理に重大な影響を及ぼす場合


は、確実に追加費用について認めていただきたい。


回答


工事の一時中止により、受注者に増加費用による負担が生じないよう、関係機関と


の事前協議、及び発注前の用地取得に努めております。


また、事前に確認できなかった埋設物や地質状況の変更等により、やむをえず中止


が必要となる場合についても、受注者と施工方法等について十分協議し、一部中止等


により施工が継続できるよう努めてまいりたい。


資料 １
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福島県土木部からの議題


（議題１）工事の品質確保について


（メモ）


（議題２）監督員への応対について


（メモ）


資料２





